
特定建設作業一覧表（騒音・振動）  
 

騒 音 に 係 る 特 定 建 設 作 業 振 動 に 係 る 特 定 建 設 作 業 

 
１ くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい

抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入

式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 
 
２ 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 
 
３ 舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動す

る作業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の

最大距離が50mを超えない作業に限る。） 
 
４ ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作

業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当

該作業に係る２地点間の最大距離が 50m を超えない作業に限

る。） 

 

 
１ くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい

抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業（く

い打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 
 
２ びょう打機を使用する作業 
 
３ さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作

業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大

距離が50mを超えない作業に限る。） 
 
４ 空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、

その原動機の定格出力が 15KW 以上のものに限る。）を使用す

る作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 
 
５ コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45 ㎥以上の

ものに限る。）又はアスファルトプラント（混練機の混練重

量が 200 ㎏以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタ

ルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業

を除く。） 
 
６ バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しな

いものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格

出力が80KW以上のものに限る。）を使用する作業 
 
７ トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を

発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動

機の定格出力が70KW以上のものに限る。）を使用する作業 
 
８ ブルドーザ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しな

いものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格

出力が40KW以上のものに限る。）を使用する作業 

 

 

根拠法令ごとの届出対象地域 

騒 音 規 制 法 

振 動 規 制 法 

都市計画法に基づく市街化区域 

（工業専用地域を除く） 

栃木県生活環境の 

保全等に関する条例 

都市計画法に基づく工業専用地域 

及び市街化調整区域 

※ ただし、作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。 

 

○ 規制基準 … 基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界での値 

基 準 値    規制種別 

 

区域の区分 騒 音 振 動 
作 業 時 刻 

１ 日 当 た り の 

作 業 時 間 
作 業 期 間 作 業 日 

① 
午後 7 時～午前 7 時 

の時間内でないこと 

1 日に 10 時間を 

超 え な い こ と 

② 

８５ｄＢ ７５ｄＢ 

午後10時～午前6時 

の時間内でないこと 

1 日に 14 時間を 

超 え な い こ と 

連続して 6 日を 

超 え な い こ と 

日 曜 日 そ の 他 の 

休日ではないこと 

［区域の区分］ 

 ① … 第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域・第１種中高層住居専用地域・第２種中高層住居専用地域・ 

第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・ 

工業地域のうち学校、保育所、病院・診療所（患者を入院させるための施設を有するもの）、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の

概ね80mの区域内・市街化調整区域 

 ② … 工業地域（学校等の周辺概ね 80m の区域を除く）・工業専用地域（振動については、当該特定建設作業に伴って発生する振動が、隣接地域に及ぶ場合

のみ適用する。） 

 

○ 届 出 （騒音・振動規制法第14条第1項、栃木県生活環境の保全等に関する条例第37条) 

・ 届出の時期 … 当該作業の開始の日の７日前までに届け出なければならない。 

・ 届 出 者 … 工事の元請け人（発注者ではない） 

・ 提出書類 … 特定建設作業実施届出書、作業場所の付近の見取図、作業の工程を明示した工事工程表 

※ 提出部数 ２部 → １部は受理印を押印して届出者に返付する。 


